
第１０号議案 

 

入退室管理システム等の重要システム指定及び運用細則に関する規程の制定について 

 

（案） 

 

 

 情報セキュリティ対策規程に基づき、入退室管理システム、事務所監視システム、

事務所電話システム及び広域機関システムを重要システムに指定するとともに、各シ

ステムの運用細則に関する規程を別紙１～４のとおり制定する。 

  

 施行日 ：平成２９年３月９日 

 

以上 

 

【添付資料】 

 

別紙１：入退室管理システムの運用細則に関する規程 

別紙２：事務所監視システムの運用細則に関する規程 

別紙３：事務所電話システムの運用細則に関する規程 

別紙４：広域機関システムの運用細則に関する規程 

 

電力広域的運営推進機関
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